
14

2022 16

17

18

19

23

25

26

29

34

35

36

37

38

40



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



東京海上グループ サステナビリティ憲章

東京海上グループでは、サステナビリティを実践するための行動指針として、「東京海上グループ サステナビリティ憲 
章」を定めています。

東京海上グループ サステナビリティ憲章

以下の行動原則に基づいて経営理念を実践し、社会とともに持続的成長を遂げることにより、「企業の社会的責任
（CSR）」を果たします。

商品・サービス
•  広く社会の安心と安全のニーズに応
える商品・サービスを提供します。

「持続可能な開発目標（SDGs）」は、世界が2030年に向けて、貧困や飢餓、エネルギー、技術革新、気候変動等の課題を解決
し、持続可能な発展を実現するための目標です。
東京海上グループは、あらゆる事業活動を通じて、気候変動や自然災害、人口動態変化、技術革新、格差拡大等の課題解決
に取り組んでおり、これからも、ステークホルダーの皆様と連携・協働し、保険・リスクマネジメントの専門性を活かし、SDGs
の達成に貢献していきます。

地域・社会への貢献
•  地域・社会の一員として、異なる国や
地域の文化や習慣の多様性を尊重
し、時代の要請にこたえる社会貢献
活動を積極的に推進します。

コンプライアンス
•  常に高い倫理観を保ち、事業活動の
あらゆる局面において、コンプライ
アンスを徹底します。

コミュニケーション
•  すべてのステークホルダーに対し
て、適時適切な情報開示を行うとと
もに対話を促進し、健全な企業運営
に活かします。

地球環境保護
•  地球環境保護がすべての企業にとっ
て重要な責務であるとの認識に立
ち、地球環境との調和、環境の改善に
配慮して行動します。

人間尊重
•  すべての人々の人権を尊重し、人権
啓発に積極的に取り組みます。
•  安全と健康に配慮した活力ある労働
環境を確保し、人材育成をはかります。
•  プライバシーを尊重し、個人情報管
理を徹底します。
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東京海上グループ｠サステナビリティ関連方針

外部イニシアティブへの参加

東京海上グループは、環境基本方針・人権基本方針を
2021年12月に制定し、環境・人権課題の解決や価値共
創に向けた取り組みを推進するとともに、環境・社会に対し
て負の影響を与えるリスクを適切に把握・管理しています。
その運用にあたり、環境・社会に対するリスクの性質、重大
性、ステークホルダーからの要請等をふまえ、リスクを洗い

環境基本方針
www.tokiomarinehd.com/sustainability/environment/www.tokiomarinehd.com/sustainability/environment/

人権基本方針
www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/
humanrights.htmlhumanrights.html

環境・社会リスクへの対応方針
www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/
environmental_social_risks.htmlenvironmental_social_risks.html

責任ある調達に関するガイドライン
www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/www.tokiomarinehd.com/sustainability/management/
environmental_social_risks.html#anc-02environmental_social_risks.html#anc-02

東京海上グループは、「持続可能な開発目標（SDGs）」 
達成にも貢献するべく、国連グローバル・コンパクト
（UNGC）が提唱する行動10原則に賛同するなど、グルー
プ経営理念と共通する国内外のイニシアティブへの参加を
通じ、さまざまなステークホルダーとともに、安心・安全でサ
ステナブルな未来づくりを推進しています。

出し、当該リスクが発生する可能性の高いセクターを特定
しています。また、ビジネスパートナーの皆様とともに、公
平・公正な取引や人権尊重、環境保護、情報セキュリティ等
に取り組んでいくための行動規範である、責任ある調達に
関するガイドラインを制定し、バリューチェーン全体を通じ
て責任ある調達および調達慣行を推進しています。

主な参加イニシアティブ
UNGC、国連環境計画・金融イニシアティブ持続可能な保
険原則、国連が支援する責任投資原則、国連防災機関民
間セクター・アライアンス、Partnership for Carbon 
Accounting Financials （PCAF）、自然関連財務情報開
示タスクフォース（TNFD）、生物多様性のための30by30
アライアンス、CDP、環境省・21世紀金融行動原則など
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